
６ 激甚災害に係る特定地方公共団体 （告示）

○文部科学省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省告示第一号

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令（昭和三十七年政令第四百三号）第一条第二
項の規定に基づき、次に掲げる市町村を令和元年に発生した激甚災害に係る同条第一項の県及び市町村として告
示する。

令和二年三月十八日
文部科学大臣 荻生田光一
厚生労働大臣 加藤 勝信
農林水産大臣 江藤 拓
国土交通大臣 赤羽 一嘉

一 県

県名 福島県

二 市町村

道県名 郡 名 市 町 村 名

岩手県 宮古市
久慈市
釜石市

下閉伊 山田町
田野畑村
普代村

九 戸 野田村
洋野町

宮城県 角田市
刈 田 七ヶ宿町
柴 田 村田町
伊 具 丸森町
亘 理 山元町
黒 川 大郷町
本 吉 南三陸町

山形県 最 上 大蔵村
福島県 白河市

相馬市
二本松市
田村市
伊達市
本宮市

伊 達 川俣町
南会津 南会津町
河 沼 柳津町
東白川 矢祭町

塙町
鮫川村

石 川 玉川村
平田村
浅川町
古殿町

田 村 三春町
小野町

双 葉 川内村
浪江町
葛尾村

相 馬 飯舘村
茨城県 東茨城 城里町
栃木県 佐野市
群馬県 多 野 上野村



神流町
甘 楽 下仁田町

南牧村
吾 妻 長野原町

嬬恋村
埼玉県 秩 父 小鹿野町

東秩父村
千葉県 長 生 長柄町

長南町
夷 隅 大多喜町

神奈川県 足柄上 山北町
山梨県 南巨摩 早川町

南都留 道志村
北都留 小菅村

丹波山村
長野県 飯山市

佐久市
東御市

南佐久 小海町
川上村
南相木村
北相木村
佐久穂町

小 県 長和町
東筑摩 麻績村

生坂村
筑北村

上高井 小布施町
下高井 山ノ内町
下水内 栄村

静岡県 伊豆市
和歌山県 東牟婁 串本町
岡山県 新見市
高知県 安 芸 安田町
佐賀県 多久市

杵 島 大町町
長崎県 対馬市
鹿児島県 曽於市
沖縄県 島 尻 伊平屋村


